
同窓会会則 

（ 名 称 ） 

 第１条：本会は、トヨタ看護専門学校同窓会（以下、本会という）と称する。 

（ 目 的 ） 

 第２条：本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 

（ 事務局 ） 

第３条：本会はその事務所をトヨタ看護専門学校事務局内に置く。 

（ 事 業 ） 

第４条：第２条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。 

① 同窓生相互の交流親睦を深める活動。 

② 在学生を支援する事業 

③ 講演会、講座、その他の文化的活動 

④ 本会ウェブサイトの運営、電子メール・往復葉書による連絡などの情報交換活動 

⑤ その他、本会幹事会が適当と認める事業 

（ 事業年度 ） 

第５条：本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（ 会 員 ） 

 第６条：本会は、トヨタ看護専門学校の卒業生をもって会員とする。 

（ 役 員 ） 

 第７条：本会は次の役員を置く。 

 会 長   １名 

       副会長   １名 

       書 記   １名 

       会 計   ２名（うち１名は学校事務局とする） 

       幹 事   各卒業年度より２名 



（ 役員の選出と任期及び任務 ） 

 第８条 

１．選出 

  ① 会長・副会長・書記・会計は役員会において会員の中より選出する。 

② 幹事は各卒業年度より２名ずつ選出する。尚、幹事を変更する場合は、速やかに会長へ届出

を行い、承認を得ることとする。 

③ 会長以外の役員に欠員が生じた場合は、前項の規定に関わらず、会長が役員会の承認を経て、

会員の中から選出できる。 

２．任期 

  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、役員の再選は、会長が必要と認めた場       

合はこの限りではない。 

 ３．任務 

  ① 会長は本会を代表し、会務を総理する。 

  ② 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 

③ 書記は本会の一切の記録を行う。 

  ④ 会計は本会の会計を行う。 

  ⑤ 幹事は役員会を組織し、会務の執行をする。 

（ 総会及び役員会 ） 

第９条： 

１. 本会の定時総会は２年に１回を原則とし、臨時総会は幹事会が必要と認めたときに開催する。 

２. 総会の招集は、幹事会の決議により、会長が行う。招集は当会ウェブページでの告示、その他

役員会が相当と認める方法で行う。 

３. 総会は事業方針の承認、予算・決算の承認、幹事の選任、会則の変更、その他重要事項の決定

をする。 

４. 総会での決定は出席者の過半数による。 

５. 役員会は会長が役員を招集して、その議長となる。 



６. 役員会は１年に１回（４月）行う。尚、会長が必要と認めた場合には、臨時役員会及び総会を

開くことができる。 

７．総会の定足数は８名とする。 

（ 会計及び決算 ） 

第１０条 

１. 会員は入会の際、入会金として３，０００円納めることとする。 

２. 本会の経費は入会金および寄付金により運営する。但し、不足を生じた場合は役員会の決議臨 

時徴収することができる。 

３. 本会の会計は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。また、会計報告は毎年役員会 

（４月）、および総会（２年に１回）でこれを行う。 

４. 本会の会計は、トヨタ看護専門学校事務局において保管する。 

（ その他 ） 

第１１条： 

１. 本会員は、住所、姓名の変更、その他異動がある場合は速やかに各年次の幹事を通じ事務局に 

報告する。 

２. ３年毎に住所、姓名の変更確認を行い、名簿はトヨタ看護専門学校事務局で保管する。 

３. 会則に定めのない事項は、役員会で審議し、必要であれば臨時総会を開くこととする。 

（  付  則  ） 

１. この会則は、平成１９年４月１日より一部改正施行する。 

２. この会則は、平成２７年４月１日より一部改正 

３. この会則は、平成２８年１０月１３日より一部改正施行する。 

（ トヨタ看護専門学校同窓会 活動内容 ） 

年間活動計画については以下の通りとする。 

  ４月  役員会、新役員決定、前年度会計報告、入学お祝い 

  ２月  国家試験激励 

  ３月  同窓会入会説明会、卒業お祝い 


